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 場面  指導指示内容・配慮事項  

出勤前  □検温、健康観察をする（異常時は連絡）。  

□正しいマスクの着用をする（熱中症配慮）。  

出勤後  

～授業  

□石鹸での手洗い（消毒）をして、職員室に入る。  

□担当部屋の窓を開けて、換気をする（エアコン使用時も）。  

□児童の検温を確認し健康観察をする (チェックなしは保健室へ）。  

□教室に入る前に、手洗い・うがい (消毒）をさせる。  

授業  □児童のマスクの確認をする。  

□教室の換気の確認をする (必要に応じてエアコン使用）。  

□近距離対面指導を避け、発言方法の工夫をする。  

□話合いの仕方の工夫をする（時間、距離）。  

□３密をできるだけ回避し、指導内容・方法の工夫をする。  

（配慮 P）実験、合唱・演奏、調理、身体接触のある運動、作品制作等   

□ICT(デジタル教材・教具）の活用を図る。  

□フェイスシールドの活用をする。          

休み時間  □３密を避ける指導をする。  

□外から校舎内に入ったら手洗い・うがい（消毒）をさせる。  

給食  □事前の健康観察（体調不良の人は当番交代）  

□石鹸を使った手洗いと消毒  

□配膳は学年に応じて職員で行う。待ち時間も話さないような工夫をする。 

□机はスクール形式で、静かに摂らせる。  

□お盆は毎日殺菌する。布巾は毎日洗濯する。  

□牛乳パックは、開けて上向きにして出す。ビニル類まとめて職員室へ。  

□歯ブラシ保管かごの中が、密になっていないか確認する。  

そうじ  
□間隔を取って、無言掃除を指導する。  

□トイレ掃除は、当分職員で行う（１週間に１回清掃、係）。  

放課後  □毎日、共用物の消毒（机、いす、ドアノブ、窓など、担任、係）   

その他  □トイレは午前・午後各１回づつの消毒（ドアノブ、水道レバー、  係）  

【基本的な感染防止対策】  

□３密回避を指導する。          □正しい手洗いの仕方を指導する。  

□咳エチケットを指導する。        □正しいマスクの付け方を指導する。  

□登下校中、間隔をとって登下校するように指導する。  

□顔を触らない指導をする。触ったら学校で洗顔させる。  


